
 

 

１ キッズスポーツ教室推進事業について 

  

 

 

 

 

 

２ 負担金の納入について 

 

 

 

 

 

 

３ 第２回理事会・専門部会（８／１８ 金）について 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本年度の各地区の取組について 

  ※１地区１～２分程度で発表 

  ※本年度の重点的な取組や運営上の問題、悩み等 

 

理 事 会  （１４時２５分～１５時３０分） 



１ キッズスポーツ教室推進事業について 

(1) 事業の目的について（「キッズスポーツ教室推進事業実施要領」より抜粋） 

小学生を対象に、体育学習の成果を発表する場としてのスポーツ教室を実施し、生涯にわたって

運動に親しむ習慣の育成や体力の向上を図る。 

また、地域の小学生同士の交流・親睦を図ることで、中学校へのスムーズな接続に資する。 

(2) 対象経費について（「キッズスポーツ教室推進事業補助金」取扱要領より） 

① 対象経費 

この補助金に係る対象項目及び使途については、次のとおりとする。 

  項   目                     使  途  区  分 

  需 用 費   事務用消耗品費、（CD－R、用紙代、賞状・記録証など） 

競技用消耗品費（石灰、紙雷管、救急用品など） 

  役 務 費   通信費（切手代）、振込手数料、用具運搬費 

 使用料及び賃借料   会場借り上げ料、競技用具器具使用料・レンタル料 

 参加に伴う児童送迎用バス等の借り上げ料 

② 補助金の使途について上記によりがたい場合は、別途協議する。 

③ この取扱要領は、平成２５年度の予算に係る補助金から適用する。 

(3) 補助金の配当について 

① 配当金は銀行振込で行う。振込口座を県小体連事務局に連絡する。（ファックスで報告、もしく

は、第１回理事会で報告） 

② 銀行振込は、県からの入金が確認次第、配当金を振り込む。 

（手数料は県小体連の会計から）～27年度から 

③ 全地区とも８月の理事会のときに、配当金の領収書を県小体連に提出する。 

※８月理事会で領収書を作成してもらう。領収書を作成する時に各地区の会長印が必要。 

(4) 配当金使用にかかわる、領収書作成にあたって 

 ① 必ず、日付・品目・金額がわかる領収書を作成してもらい保管すること 

 ② 必ず、２月１６日までに購入を終えること（補助金の使用期限となります） 

 ③ 地区内でさらに市町村に分配するときの留意点  

・ 使用使途について、分配する地区内担当者（市町村小体連理事長など）と 

    十分に協議する。 

・ 補助金を配当（受け取り領収書を作成 必ず会長名＋会長印） 

・ 地区内（各市町村）で配当金を使用（業者からの領収書を保管） 

・ 地区内の市町村保管の領収書を地区理事長に送付 

・ 地区内で、県から配当された金額と一致するか、使用使途に適しているか年度末に確認 

・ 年度末に各地区理事長は、すべての領収書を県小体連事務局へ郵送 

 （領収書のコピーを送付する場合は、「原本と相違なし＋日付＋地区会長名＋会長印」が必要です） 

 ※ これらのことが、日付が遡らないように留意すること 

  例 〇正しい例 

   配当金受け取り領収書の日付（７月９日）→配当金で購入・使用領収書の日付（１１月１日） 

    ×正しくない例 

   配当金で購入・使用領収書の日付（７月９日）→配当金受け取り領収書の日付（２月２日） 



 ※ 必ず、分配金を受け取った証明（会長印の受け取り領収書）の日付のあとに、補助金を使ってく

ださい。分配金が振り込まれる（渡す前）前に購入したり、２月１６日の期限を過ぎて購入したり

することはできません。 

   

２ 負担金の納入について 

○ 全地区とも８月理事会で負担金を納入する。（負担金は別紙参照） 

※負担金を現金で持参する。 

※県小体連事務局は、各地区に領収書を渡す。 

※負担金は、キッズスポーツ補助金の配当金で払うのではなく、各地区の会計から払う。 

 

３ 次回の理事会について 

(1) 配当金領収書の作成提出（会長印が必要）、負担金納入（現金） 

 

(2) スポーツ教室実施報告書の提出についての説明 

 

(3) 協議 

   ８月段階での理事長として、小体連の組織、研究、事業の充実や体育学習の充実のために考

えていることや悩んでいることなどの情報交換をやっていく。 

   ８月の理事会で協議してもらいたいことなどありましたら、次の「各地区の取組について」

の中で出してください。 



地区小体連名 配当額 負担金

1 宮崎市小体連 329,000   48,000    

2 東諸県郡小体連 37,000    4,000     

3 日南市小体連 112,000   11,000    

4 串間市小体連 74,000    9,000     

5 都城地区小体連 300,000   42,000    

6 高原町小体連 30,000    3,000     

7 小林市小体連 100,000   11,000    

8 えびの市小体連 77,000    3,000     

9 西都市小体連 61,000    8,000     

10 児湯郡小体連 89,000    12,000    

11 東臼杵郡小体連 98,000    8,000     

12 日向市小体連 104,000   10,000    

13 延岡市小体連 200,000   25,000    

14 西臼杵郡小体連 89,000    8,000     

合  　　計 1,700,000 202,000   

令和５年度キッズスポーツ教室推進事業補助金各地区配当及び負担金


